
第２０回（１２月）定例会提案事件表（追１）

1 議案第５６３号 西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部

を改正する条例制定の件

2 議案第５６４号 市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例

制定の件

3 議案第５６５号 西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改

正する等の条例制定の件

4 議案第５６６号 西宮市職員の定年等に関する条例制定の件

別冊

5 議案第５６７号 令和４年度西宮市一般会計補正予算（第９号）

6 議案第５６８号 令和４年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

7 議案第５６９号 令和４年度西宮市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算

（第２号）

8 議案第５７０号 令和４年度西宮市介護保険特別会計補正予算（第３号）

9 議案第５７１号 令和４年度西宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

10 議案第５７２号 令和４年度西宮市水道事業会計補正予算（第２号）

11 議案第５７３号 令和４年度西宮市工業用水道事業会計補正予算（第２号）

12 議案第５７４号 令和４年度西宮市下水道事業会計補正予算（第２号）

13 議案第５７５号 令和４年度西宮市病院事業会計補正予算（第２号）
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議案第５６３号

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する

条例制定の件

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。

令和４年１２月９日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する

条例

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例（昭和３１年西宮市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２０」に改める。

付則に次の１項を加える。

１４ 令和４年１２月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規定の適用については、

同項中「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２５」とする。

付 則

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当支給条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和４年１２月１日

から適用する。

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西宮市議会議員の議員報酬、
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費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例

の規定による期末手当の内払とみなす。

（参考１）

○提案理由

特別職の国家公務員の期末手当が改定されることに伴い、市議会議員の期末手当に

ついて、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

（現行抄）支給条例

（期末手当）

第５条

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１５を乗じて得た額を基礎として、基準日

以前６月以内の期間におけるその者の在職日数に応じて日割りによつて計算した額とする。
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議案第５６４号

市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例制定の件

市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。

令和４年１２月９日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例

（市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例の一部改正）

第１条 市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例（昭和３１年西宮市条例第２０号）の

一部を次のように改正する。

第４条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２０」に改める。

附則に次の１項を加える。

３２ 令和４年１２月に支給する期末手当に関する第４条第２項の規定の適用について

は、同項中「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２５」とする。

（教育長の給与等を定める条例の一部改正）

第２条 教育長の給与等を定める条例（昭和３１年西宮市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則に次の１項を加える。

２３ 令和４年１２月に支給する期末手当に関する第３条第２項において準用する市長、

副市長及び常勤監査委員の給与条例第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２５」とする。
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（上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正）

第３条 上下水道事業管理者の給与に関する条例（昭和４１年西宮市条例第４８号）の一

部を次のように改正する。

付則に次の１項を加える。

２２ 令和４年１２月に支給する期末手当に関する第３条第２項において準用する市長、

副市長及び常勤監査委員の給与条例第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２５」とする。

（病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正）

第４条 病院事業管理者の給与に関する条例（平成２５年西宮市条例第４７号）の一部を

次のように改正する。

付則に次の１項を加える。

１３ 令和４年１２月に支給する期末手当に関する第３条第３項において準用する市長、

副市長及び常勤監査委員の給与条例第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２５」とする。

付 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例（以下「第１

条の規定による改正後の条例」という。）の規定、第２条の規定による改正後の教育長

の給与等を定める条例（以下「第２条の規定による改正後の条例」という。）の規定、

第３条の規定による改正後の上下水道事業管理者の給与に関する条例（以下「第３条の

規定による改正後の条例」という。）の規定及び第４条の規定による改正後の病院事業

管理者の給与に関する条例（以下「第４条の規定による改正後の条例」という。）の規

定は、令和４年１２月１日から適用する。

３ 第１条の規定による改正後の条例の規定、第２条の規定による改正後の条例の規定、

第３条の規定による改正後の条例の規定又は第４条の規定による改正後の条例の規定を

適用する場合においては、第１条の規定による改正前の市長、副市長及び常勤監査委員

の給与条例の規定、第２条の規定による改正前の教育長の給与等を定める条例の規定、

第３条の規定による改正前の上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定又は第４条
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の規定による改正前の病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、それぞれ第１条の規定による改正後の条例の規定、第２条の規定による改正後

の条例の規定、第３条の規定による改正後の条例の規定又は第４条の規定による改正後

の条例の規定による給与の内払とみなす。

（参考１）

○提案理由

特別職の国家公務員の期末手当が改定されることに伴い、市長、副市長及び常勤監

査委員等の期末手当について、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例

（期末手当）

第４条

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１５を乗じて得た額に、６月に支給する場

合においては基準日以前６月以内の期間におけるその者の別表の左欄に掲げる在職期間の区分

に応じ、それぞれ同表の中欄に定める割合を乗じて得た額とし、１２月に支給する場合におい

ては基準日以前６月以内の期間におけるその者の同表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
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議案第５６５号

西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正する等の

条例制定の件

西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正する等の条例を次

のように制定する。

令和４年１２月９日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正する等の

条例

（西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

第１条 西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和３２年西宮市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。

第２条の２第１項ただし書中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改

める。

第５条の３第３項中「（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子

を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）」を削る。

（西宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第２条 西宮市職員の育児休業等に関する条例（平成３年西宮市条例第３０号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２号を次のように改める。
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(2) 地方公務員法第２８条の５第１項から第４項までの規定により異動期間（同法第

２８条の２第１項に規定する異動期間をいう。）（同法第２８条の５第１項から第

４項までの規定により延長された期間を含む。）を延長した職員

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 地方公務員法第２８条の７第１項の規定により引き続き勤務することとされた職

員及び同条第２項の規定により期限が延長された職員

第６条中「第２条第１号又は第２号」を「第２条第１号から第３号まで」に改める。

第１２条第１号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第３条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年西宮市条例第３４号）

の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項の規定により採

用された職員」を「第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とし、同項に次の２号を加える。

(4) 地方公務員法第２８条の５第１項から第４項までの規定により異動期間（同法第

２８条の２第１項に規定する異動期間をいう。）（同法第２８条の５第１項から第

４項までの規定により延長された期間を含む。）を延長した職員

(5) 地方公務員法第２８条の７第１項の規定により引き続き勤務することとされた職

員及び同条第２項の規定により期限が延長された職員

付則を付則第１項とし、付則に次の１項を加える。

２ 令和１４年３月３１日までの間、第２条第２項第２号の規定の適用については、同

号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及

び暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第６条第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。）」とす

る。

（西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第４条 西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年西宮市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項の表中「３７５，０００円」を「３７６，０００円」に改める。
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第５条第１項中「第６条の２」の次に「、第６条の３」を加える。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正）

第５条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６２

年西宮市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第４号を削り、同項第５号中「西宮市職員の分限並びに懲戒に関する手

続及び効果に関する条例」を「西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関

する条例」に改め、同号を同項第４号とし、同項に次の２号を加える。

(5) 地方公務員法第２８条の５第１項から第４項までの規定により異動期間（同法第

２８条の２第１項に規定する異動期間をいう。）（同法第２８条の５第１項から第

４項までの規定により延長された期間を含む。）を延長した職員

(6) 地方公務員法第２８条の７第１項の規定により引き続き勤務することとされた職

員及び同条第２項の規定により期限が延長された職員

（西宮市職員の分限並びに懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）

第６条 西宮市職員の分限並びに懲戒に関する手続及び効果に関する条例（昭和２６年西

宮市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関する条例

第２章中第１条の次に次の２条を加える。

（降給の種類）

第１条の２ 降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給

料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）とする。

（降格の事由）

第１条の３ 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下

位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合は、当該職員を降格

するものとする。

第２条の見出しを「（分限の手続）」に改め、同条第１項中「場合、」を「場合」に

改め、同条第２項中「若しくは免職又は休職の処分」を「、免職、休職又は降給の処分

（法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等を除く。）」に、「交付しなけれ

ばならない」を「交付して行わなければならない」に改める。
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第３条の２第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に、「やむをえない」

を「やむを得ない」に改める。

第５条を次のように改める。

（減給の効果）

第５条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対す

る地域手当（給料月額に対応する部分に限る。以下同じ。）の合計額（法第２２条の

２第１項第１号に掲げる職員については、基本報酬の額。以下同じ。）の１０分の１

以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこ

れに対する地域手当の合計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該相当す

る額を減ずるものとする。

附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。

２ 当分の間、第１条の２及び第２条第２項の規定の適用については、第１条の２中

「とする」とあるのは「並びに西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年西宮

市条例第５４号）附則第３３項、西宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する

条例（平成２４年西宮市条例第６３号）付則第２項、西宮市上下水道局企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年西宮市条例第４５号）付則第３項及び西

宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２５年西宮市条例

第２２号）付則第３条第１項の規定による降給（以下「給料月額７割措置」とい

う。）とする」と、第２条第２項中「降給」とあるのは「降給（給料月額７割措置を

除く。）」とする。

（西宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第７条 西宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年西宮市条例第

３７号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び同

法第２２条の４第１項」に改める。

（西宮市職員の退職管理に関する条例の一部改正）

第８条 西宮市職員の退職管理に関する条例（平成２７年西宮市条例第２８号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。
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（西宮市一般職員の給与に関する条例の一部改正）

第９条 西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年西宮市条例第５４号）の一部を

次のように改正する。

第１９条第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の１００」に改め、「とす

る。」を削り、同項第２号中「１００分の４５」を「１００分の４７．５」に改め、

「とする。」を削る。

附則に次の１項を加える。

３１ 令和４年１２月に支給する勤勉手当に関する第１９条第２項の規定の適用につい

ては、同項第１号中「１００分の１００」とあるのは「１００分の１０５」と、同項

第２号中「１００分の４７．５」とあるのは「１００分の５０」とする。

別表第１から別表第４までを次のように改める。
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第１０条 西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第５条第４項から第６項までを削る。

第６条の２第４項を次のように改める。

４ ５５歳（医療職給料表（１）の適用を受ける職員にあつては、５７歳）に達した日

後、最初の４月１日以後在職している職員に関する第１項の規定による昇給は、同項

に規定する規則で定める期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り

行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて任命権者が定め

る基準に従い決定するものとする。

第６条の２を第６条の３とし、第６条の次に次の１条を加える。

（定年前再任用短時間勤務職員等）

第６条の２ 法第２２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、その者に適用される給料表の

定年前再任用短時間勤務職員の部に規定する給料月額のうち、その者の属する職務の

級に応じた額に、その者の１週間当たりの勤務時間を西宮市職員の勤務時間その他の

勤務条件に関する条例（昭和３２年西宮市条例第２７号。以下「勤務条件条例」とい

う。）第２条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項

に規定する育児短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、前２条及び前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、

その者の承認を受けた育児短時間勤務の勤務時間を勤務条件条例第２条に規定する勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第７条の３第１項中「（常時勤務の者及び短時間勤務職員に限る。）」を削り、同条

第２項中「および」を「及び」に改める。

第９条第２項各号列記以外の部分中「短時間勤務職員及び」を「定年前再任用短時間

勤務職員及び」に、「第５号に掲げる育児短時間勤務職員」を「いずれも第５号に掲げ

る職員」に改め、同項第５号中「再任用職員（短時間勤務職員を除く。）及び育児短時

間勤務職員（任命権者が認める者」を「定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤

務職員（いずれも任命権者が認める職員」に改める。

第１３条第３項中「短時間勤務職員及び」を「定年前再任用短時間勤務職員及び」に
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改める。

第１７条の３を削る。

第１８条第３項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第

６項及び第７項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

第１９条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第１９条の２第１項中「（常時勤務の者及び短時間勤務職員に限る。）」を削り、同

条第２項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第１９条の３の次に次の１条を加える。

（適用除外）

第１９条の４ 次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める規定は、適用しな

い。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 第６条第３項及び第４項、第６条の３、第８条並

びに第８条の３

(2) 第７条の３第１項に規定する職員 第１３条並びに第１４条第２項及び第３項

(3) 第７条の６第１項に規定する職員 第１３条、第１４条第２項及び第３項、第

１５条並びに第１６条

附則に次の１５項を加える。

３２ 令和５年４月１日（以下この項において「切替日」という。）から令和１０年３

月３１日までの間、切替日の前日から引き続き別表第１から別表第３までの給料表の

適用を受ける職員（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員（地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又

は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）を

除く。）で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しない

こととなるもの（任命権者が定める職員を除く。）の給料月額については、別表第１

から別表第３までに規定する額を、当該額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める額を加えた額に読み替えるものとする。

切替日から令和８年３月 その者の受ける給料月額と切替日の前日において受けてい

３１日まで た給料月額との差額（以下「差額相当額」という。）

令和８年４月１日から令 差額相当額から３，０００円を控除した額（その額が零を
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和９年３月３１日まで 下回るときは、零とする。）

令和９年４月１日から令 差額相当額から６，０００円を控除した額（その額が零を

和１０年３月３１日まで 下回るときは、零とする。）

３３ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４

月１日（附則第３５項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給

料表の給料月額（前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により読み替

えられた額）のうち、第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同

条第３項及び第４項並びに第６条の３第１項から第４項までの規定により当該職員が

受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこ

れを１００円に切り上げるものとする。）（当該職員が育児短時間勤務職員である場

合にあつては、当該額にその者の１週間当たりの勤務時間を勤務条件条例第２条に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額）とする。

３４ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 医療業務に従事する医師及び歯科医師

(2) 臨時的任用職員その他任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(3) 法第２８条の５第１項又は第２項の規定により異動期間（法第２８条の２第１項

に規定する異動期間をいう。）（法第２８条の５第１項又は第２項の規定により延

長された期間を含む。）を延長した職員

３５ 当分の間、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この項にお

いて「他の職への降任等」という。）をされた職員であつて、当該他の職への降任等

をされた日（以下この項及び附則第３７項において「異動日」という。）の前日から

引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第３３項の規定によ

り当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が

異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満

の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。以下この項において

「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除
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く。）には、特定日以後、附則第３３項の規定により計算された額に、基礎給料月額

と特定日給料月額との差額を加えた額を給料月額として支給する。この場合において、

この項前段の規定の適用を受ける職員の給料月額が他の職員の給料月額との均衡を失

すると認められる場合においては、任命権者の定めるところにより、当該職員の給料

月額について、必要な調整を行うことができる。

３６ 前項の規定による給料月額が第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の

級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、

同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第６条第２項の規定により

当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月

額」とする。

３７ 異動日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員（附則第３３項の規

定の適用を受ける職員に限り、附則第３５項に規定する職員を除く。）であつて、同

項（前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。）の規

定による給料月額を支給される職員との権衡上必要であると認められる職員には、当

分の間、前２項の規定に準じて算出した額を給料月額として支給する。

３８ 附則第３５項又は前項の規定による給料月額を支給される職員以外の附則第３３

項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料月額を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、前３項の規定に準

じて算出した額を給料月額として支給する。

３９ 附則第３３項から前項までに定めるもののほか、附則第３３項から前項までの規

定による給料月額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

４０ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律附則第６条第１項又は第２

項の規定により採用された職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）を除

く。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもの

とした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に定める給料月額

のうち、第６条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額

とする。

４１ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年

前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短
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時間勤務職員の部に定める給料月額のうち、第６条第２項の規定により当該暫定再任

用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その者の１週間当たりの勤務時間

を勤務条件条例第２条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

４２ 暫定再任用職員が育児短時間勤務職員である場合における第６条の２第２項の規

定の適用については、同項中「及び前項」とあるのは、「、前項、附則第４０項及び

附則第４１項」とする。

４３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第９条

第２項及び第１３条第３項の規定を適用する。

４４ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第１８条第３項及

び第１９条の４の規定を適用する。

４５ 第１９条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の

同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用につい

ては、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤

務職員及び暫定再任用職員」とする。

４６ 附則第４０項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必

要な事項は、規則で定める。

別表第１から別表第３までを次のように改める。
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別表第４中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

別表第５を次のように改める。

別表第５（第５条関係）

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級 標準的な職務

１級 定形的な業務を行う職務

２級 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
３級

２ 主任保育士の職務

１ 副所長又は保育所長の職務

２ 参事補の職務

４級 ３ 係長又は副保育所長の職務

４ 副参事の職務

５ 主幹の職務

１ 課長、担当課長、支所長、館長、所長、事務局長（課長に相当す

５級 る役職に限る。）又は事務長の職務

２ 参事の職務

１ 部長、事務局長（部長に相当する役職に限る。）、室長、会計管

６級 理者、次長又は保健所副所長の職務

２ 参与の職務

１ 危機管理監の職務

２ 局長、担当理事、事務局長（局長に相当する役職に限る。）又は
７級

教育次長の職務

３ 理事の職務

備考 この表は、別表第１に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務を

定めるものとする。

別表第６ ３級の項中「３ 参事の職務」を「３ 担当課長又は参事の職務」に改め

る。

別表第７及び別表第８を次のように改める。
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別表第７（第５条関係）

医療職給料表(２)等級別基準職務表

職務の級 標準的な職務

薬剤師、管理栄養士、獣医師、理学療法士、作業療法士、診療放射線

１級 技師、臨床検査技師、視能訓練士、心理療法士、歯科衛生士又は言語

聴覚士（以下「薬剤師等」という。）の職務

２級 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務

主任管理栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、診療放射線主任

３級 技師、臨床検査主任技師、主任心理療法士、主任言語聴覚士又は副主

任理学療法士の職務

１ 係長の職務

４級 ２ 副参事の職務

３ 主幹の職務

１ 課長、担当課長又は所長の職務
５級

２ 参事の職務

１ 部長又は保健所副所長の職務
６級

２ 参与の職務

備考

１ この表は、別表第２イ医療職給料表(２)に定める職務の級の分類の基準となる

べき標準的な職務を定めるものとする。

２ １級の項に規定する標準的な職務で、特に高度の知識又は経験を必要とするも

のについては、３級の職務とする。

別表第８（第５条関係）

医療職給料表(３)等級別基準職務表

職務の級 標準的な職務

１級 准看護師の職務

１ 保健師、助産師又は看護師の職務
２級

２ 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

３級 主任保健師の職務
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１ 係長の職務

４級 ２ 副参事の職務

３ 主幹の職務

１ 課長又は担当課長の職務
５級

２ 参事の職務

１ 部長又は保健所副所長の職務
６級

２ 参与の職務

備考

１ この表は、別表第２ウ医療職給料表(３)に定める職務の級の分類の基準となる

べき標準的な職務を定めるものとする。

２ １級の項に規定する標準的な職務で、特に高度の知識又は経験を必要とするも

の及び２級の項に規定する標準的な職務（第１項に定める職務に限る。）で、高

度の知識又は経験を必要とするものについては、３級の職務とする。

別表第９ ４級の項を次のように改める。

１ 係長又はセンター長の職務
４級

２ 主幹の職務

（西宮市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第１１条 西宮市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年西宮市条例第５５号）の

一部を次のように改正する。

別表医療職の部公衆衛生業務従事手当の項中「４級」を「５級」に改め、同表全職種

共通の部災害業務従事手当（B）の項及び災害業務従事手当（C）の項中「防災指令発令

下」を「防災指令等が発令されている場合」に改める。

（西宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第１２条 西宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２４年西宮市条

例第６３号）の一部を次のように改正する。

付則を付則第１項とし、付則に次の１項を加える。

２ 当分の間、技能労務職員（臨時的任用職員その他任期を定めて任用される技能労務

職員及び常時勤務を要しない技能労務職員を除く。）の給料月額は、当該技能労務職
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員が６０歳に達した日後における最初の４月１日以後、当該技能労務職員が受けるべ

き給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００

円に切り上げるものとする。）とする。

（西宮市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正）

第１３条 西宮市会計年度任用職員の給与等に関する条例（平成３１年西宮市条例第１８

号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め、「「当該職員」

とあるのは「当該職員及び任命権者が定める職員」と、」を削る。

（職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第１４条 職員等の旅費に関する条例（昭和３４年西宮市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２６条の２の次に次の１条を加える。

（防災指令等発令下における旅費）

第２６条の３ 市長は、職員が防災指令等が発令されている場合において、災害業務に

従事するため旅行したときは、前各条の規定の例により旅費が支給される場合を除く

ほか、当該旅行に要した費用（市長が認めるものに限る。）の額を旅費として当該職

員に支給するものとする。

（西宮市職員退職手当支給条例の一部改正）

第１５条 西宮市職員退職手当支給条例（昭和３０年西宮市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条を次のように改める。

（退職手当の支給）

第２条 この条例の規定による退職手当は、職員（退職手当について他の条例の適用を

受ける者及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の３第４項の規定

により臨時的に任用された者（西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年西宮

市条例第５４号）別表第４の規定の適用を受ける職員（以下「教育職員」という。）

を除く。）を除く。）のうち常時勤務に服することを要するもの（以下単に「職員」

という。）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支
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給する。

第４条第１項中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第２８条の

３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、「退職した者」の次に「その他規則で定

める者」を加える。

第５条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に、「第

２８条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め、「退職した者」の次に「その他

規則で定める者」を加える。

第５条の３中「１５年」を「２０年（医療業務に従事する医師及び歯科医師にあつて

は、１５年）」に、「第４条第２項において準用する同条第１項」を「第４条第１項

（同条第２項において準用する場合を含む。）」に改める。

第６条の３の表第６条の部中「第３条及び第５条」を「第３条から第５条まで」に、

「１００分の３」を「１００分の３（退職の日において定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあつては、

１００分の２。以下同じ。）」に改める。

第６条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第７条第４項において」に改め、

「（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。

第１０条第１項中「地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職し、又は同法

第２８条の３の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第２８

条の４第１項の規定により採用された者であつたもの及びこれに準ずる者（以下この条

において「再任用職員等」という。）並びに」を削り、「職員を雇用保険法」を「職員

を同法」に改め、同条第２項中「１８日」の次に「（１月間の日数（西宮市の休日を定

める条例（平成２年西宮市条例第２２号）第２条第１項第１号に掲げる日の日数を除

く。）が２０日に満たない日数の場合にあつては、１８日から２０日と当該日数との差

に相当する日数を減じた日数）」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第３項中

「再任用職員等及び」を削り、同条第４項中「」とする」を「」とし、当該退職の日後

に事業（その実施期間が３０日未満のものその他規則で定めるものを除く。）を開始し

た職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、

市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から

第１項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合におけ
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る当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定による期間に算入しない」に

改め、同条第５項及び第６項中「再任用職員等及び」を削り、同条第７項及び第８項中

「（再任用職員等を除く。）」を削り、同条第１１項第５号中「第４条第８項」を「第

４条第９項」に改める。

第１３条第１項第１号及び第５項第２号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。

第１４条の見出し及び同条第１項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第２号

及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対す

る免職処分」に改める。

第１５条第１項中「にあつては」を「には」に改め、同項第１号中「禁錮」を「拘禁

刑」に改め、同項第２号及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。

第１７条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に、「にあつ

ては」を「には」に改め、同条第２項及び第３項中「にあつては」を「には」に改め、

同条第４項中「禁錮」を「拘禁刑」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第５項

中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処

分」に、「にあつては」を「には」に改める。

附則第５項中「第５条の３まで」の次に「、附則第１１項から附則第１８項まで及び

附則第２０項」を加える。

附則第６項中「同項又は第５条の２の規定により計算した額に前項に定める割合を乗

じて得た」を「前項の規定の例により計算して得られる」に改める。

附則第７項中「第５条」の次に「又は附則第１２項」を加える。

附則第１０項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。

附則に次の１１項を加える。

１１ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者であ

つて、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（同項又は同条

第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。

この場合における第３条の規定の適用については、同条第１項中「次条」とあるのは、

「次条（附則第１１項において準用する場合を含む。）」とする。

１２ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であつて、６０
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歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（同項又は同条第２項の規

定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合に

おける第３条の規定の適用については、同条第１項中「第５条」とあるのは、「第５

条（附則第１２項において準用する場合を含む。）」とする。

１３ 前２項の規定は、医療業務に従事する医師及び歯科医師が退職した場合に支給す

る退職手当の基本額については適用しない。

１４ 西宮市一般職員の給与に関する条例附則第３３項の規定による職員の給料月額の

改定（以下「給料月額７割措置」という。）は、第５条の２第１項に規定する給料月

額の減額改定に該当しないものとする。

１５ 当分の間、第５条の３に規定する者（規則で定める者を除く。）に対する同条の

規定の適用については、同条中「その者に係る定年から２０年（医療業務に従事する

医師及び歯科医師にあつては、１５年）」とあるのは、「その者に係る定年（医療業

務に従事する医師及び歯科医師以外の者にあつては、６０歳）から１５年」とする。

１６ 当分の間、第５条の３に規定する者（第５条第１項第２号又は第３号に掲げる者

を除く。）に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３

の表（第５条の２第１項第２号イの項を除く。）及び第６条の３の表（第６条の２の

部を除く。）中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数１年につき」とあるのは、「その者に係る定年（医療業務に従事する医師及び

歯科医師以外の者にあつては、６０歳）と退職の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数（当該年数が零を下回るときは零とする。）１年につき」とする。

１７ 当分の間、第５条の３に規定する者（医療業務に従事する医師及び歯科医師を除

く。）に対する同条及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３の表第３条

第１項の項及び第６条の３の表第６条の部退職日給料月額の項中「１００分の３（退

職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数が１年である職員にあつては、１００分の２。以下同じ。）」と

あるのは、「１００分の３」とする。

１８ 当分の間、基礎在職期間中に給料月額７割措置を適用された者のうち、当該給料

月額７割措置の適用がなかつたものとした場合に第５条の２第１項の規定の適用があ

る者（給料月額７割措置によりその者の給料月額が減額された日（以下「７割措置減
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額日」という。）前に同項に規定する給料月額の減額改定以外の理由（以下「７割措

置減額日前の理由」という。）により給料月額が減額されたことがある者に限る。）

にあつては、７割措置減額日前の理由が生じた日（以下「特定減額日」という。）に

おける当該７割措置減額日前の理由により減額されなかつたものとした場合のその者

の給料月額のうち最も多いもの（以下「特別特定減額前給料月額」という。）が７割

措置減額日における給料月額７割措置により減額されなかつたものとした場合のその

者の給料月額（以下「７割措置減額前給料月額」という。）よりも多く、かつ、７割

措置減額前給料月額が退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の

基本額は、第３条から第６条の３までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合

計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額に係る特定減額日のうち最も遅い日の前日に現

に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの

勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定

により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) ７割措置減額前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合

を乗じて得た額

ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職し

たものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割措置減額前給料月額を

基礎として、第３条から第５条までの規定により計算した場合の退職手当の基本

額に相当する額の７割措置減額前給料月額に対する割合

イ 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

(3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて

得た額

ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定により計算し

た額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対

する割合

イ 前号アに掲げる割合

１９ 前項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第２号イに

掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわら
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ず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) ６０以上 特別特定減額前給料月額に６０を乗じて得た額

(2) ６０未満 次のア又はイに掲げる前項第３号イに掲げる割合の区分に応じ当該ア

又はイに定める額

ア ６０以上 特別特定減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて得た

額及び７割措置減額前給料月額に６０から当該割合を控除した割合を乗じて得た

額の合計額

イ ６０未満 特別特定減額前給料月額に前項第２号イに掲げる割合を乗じて得た

額、７割措置減額前給料月額に同項第３号イに掲げる割合から同項第２号イに掲

げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に６０から同項第３

号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

２０ 当分の間、第５条の３に規定する者（第５条第１項第２号又は第３号に掲げる者

に限る。）に対する前２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則 第 １ ８ 及 び 特 別 並びに特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給

項第１号 特 定 減 額 料月額に退職の日において定められているその者に係

前 給 料 月 る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

額 する年数１年につき１００分の３を乗じて得た額の合計

額

附 則 第 １ ８ ７ 割 措 置 ７割措置減額前給料月額及び７割措置減額前給料月額

項第２号 減 額 前 給 に退職の日において定められているその者に係る定年

料 月 額 と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年

に、 数１年につき１００分の３を乗じて得た合計額に、

附 則 第 １ ８ 特 別 特 定 特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額

項第２号イ 減 額 前 給 に退職の日において定められているその者に係る定年

料月額 と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき１００分の３を乗じて得た合計額

附 則 第 １ ８ 退 職 日 給 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日におい

項第３号 料 月 額 て定められているその者に係る定年と退職の日におけ
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に、 るその者の年齢との差に相当する年数１年につき

１００分の３を乗じて得た額の合計額に、

附則第１９項 前項の 次項の規定により読み替えて適用する前項の

特別特定減 特別特定減額前給料月額及び特別特定減額前給料月額に退

額前給料月 職の日において定められているその者に係る定年と退職の

額 日におけるその者の年齢との差に相当する年数１年につき

１００分の３を乗じて得た合計額

附則第１９項 前項第３号 次項の規定により読み替えて適用する前項第３号イ

第２号 イ

前項第２号 次項の規定により読み替えて適用する前項第２号イ

イ

附 則 第 １ ９ 及 び ７ 割 並びに７割措置減額前給料月額及び７割措置減額前給

項第２号ア 措 置 減 額 料月額に退職の日において定められているその者に係

前 給 料 月 る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

額 する年数１年につき１００分の３を乗じて得た合計額

附 則 第 １ ９ ７ 割 措 置 ７割措置減額前給料月額及び７割措置減額前給料月額

項第２号イ 減 額 前 給 に退職の日において定められているその者に係る定年

料月額 と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年

数１年につき１００分の３を乗じて得た合計額

及 び 退 職 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日

日 給 料 月 において定められているその者に係る定年と退職の日

額 におけるその者の年齢との差に相当する年数１年につ

き１００分の３を乗じて得た額の合計額

２１ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用

された職員をいう。）に対する第２条の規定の適用については、同条中「他の条例の

適用を受ける者」とあるのは、「他の条例の適用を受ける者、地方公務員法の一部を

改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員」とする。
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（西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第１６条 西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年西

宮市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。

第２１条第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。

付則に次の３項を加える。

３ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月

１日以後、当該職員が受けるべき給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額

に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端

数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。

４ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(2) 地公法第２８条の５第１項又は第２項の規定により異動期間（地公法第２８条の

２第１項に規定する異動期間をいう。）（地公法第２８条の５第１項又は第２項の

規定により延長された期間を含む。）を延長した職員

５ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附

則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員をいう。）の給与の種類及び基準については、本則の規定にかかわらず、管

理者が別に定める。

（西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第１７条 西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２５年西

宮市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。

第２４条第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。

付則に次の２条を加える。

（６０歳に達した職員の給料）

第３条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の
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４月１日以後、当該職員が受けるべき給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満

の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。

２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 医療業務に従事する医師及び歯科医師

(2) 臨時的任用職員その他任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(3) 地方公務員法第２８条の５第１項又は第２項の規定により異動期間（同法第２８

条の２第１項に規定する異動期間をいう。）（同法第２８条の５第１項又は第２項

の規定により延長された期間を含む。）を延長した職員

（暫定再任用職員の給与）

第４条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により

採用された職員をいう。）の給与の種類及び基準については、本則の規定にかかわら

ず、管理者が別に定める。

（西宮市職員の再任用に関する条例の廃止）

第１８条 西宮市職員の再任用に関する条例（平成１３年西宮市条例第２号）は、廃止す

る。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(1) 第４条中西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１項の表の改正

規定並びに第９条、第１４条、次条及び付則第３条の規定 公布の日

(2) 第１０条中西宮市一般職員の給与に関する条例第１８条第６項及び第７項の改正規

定並びに第１５条中西宮市職員退職手当支給条例第１３条第１項第１号及び第５項第

２号、第１４条の見出し、同条第１項第１号並びに第１５条第１項第１号の改正規定

並びに第１７条第４項の改正規定（「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分に限る。）

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行の日
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（西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第２条 第４条の規定による改正後の西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（以下「第４条の規定による改正後の条例」という。）第４条第１項の規定は、令和４

年４月１日から適用する。

２ 第４条の規定による改正後の条例第４条第１項の規定を適用する場合においては、第

４条の規定による改正前の西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１

項の規定に基づいて支給された給与は、第４条の規定による改正後の条例第４条第１項

の規定による給与の内払とみなす。

（西宮市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第３条 第９条の規定による改正後の西宮市一般職員の給与に関する条例（以下「第９条

の規定による改正後の条例」という。）別表第１から別表第４までの規定は令和４年４

月１日から、第９条の規定による改正後の条例第１９条第２項及び附則第３１項の規定

は同年１２月１日から適用する。

２ 令和４年４月１日（以下この条において「切替日」という。）から付則第１条第１号

に掲げる規定の施行の日（以下「１号施行日」という。）の前日までの間において、第

９条の規定による改正前の西宮市一般職員の給与に関する条例（以下「第９条の規定に

よる改正前の条例」という。）の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなっ

た職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権

者の定めるものの、第９条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の

日における号給は、任命権者の定めるところによる。

３ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員

の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めると

ころにより、必要な調整を行うことができる。

４ １号施行日から令和５年３月３１日までの間において、第９条の規定による改正後の

条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務

の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給につ

いては、当該適用又は異動について、まず第９条の規定による改正前の条例の規定が適

用され、次いで当該適用又は異動の日から第９条の規定による改正後の条例の規定が適
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用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定める

ところにより、必要な調整を行うことができる。

５ 第９条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第９条の規定に

よる改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第９条の規定による改正後の条

例の規定による給与の内払とみなす。

６ 前各項に定めるもののほか、第９条の規定の施行に関し必要な事項は、任命権者が定

める。

第４条 この条例の施行の日（以下この条において「切替日」という。）の前日から引き

続き在職する職員（同日において次の表切替前の職務の級の欄に定める職務の級に決定

されていた職員に限る。）の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者

が属していた同欄に定める職務の級に対応する同表職務の級の欄に定める職務の級とす

る。この場合において、同欄に二つの職務の級が定められているときは、任命権者の定

めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表 切替前の職務の級 職務の級

４級 ３級

５級 ４級

行政職給料表 ６級 ５級

７級 ６級

８級 ７級

３級
３級

４級
医療職給料表（２）

４級 ５級

５級 ６級

３級
３級

４級

４級 ５級
医療職給料表（３）

５級 ６級

２ 切替日の前日から引き続き在職する職員（任命権者が定める職員に限る。）の切替日

における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた次の表旧号給の欄に定める
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号給に対応する同表新号給の欄に定める号給とする。

新号給

医療職給料表 医療職給料表
行政職給料表

旧号給 (２) (３)

３級 ４級 ４級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

（旧４級） （旧３級） （旧３級）

1 1 1 1 19 1 1 1 1

2 1 1 1 20 1 1 1 1

3 1 1 1 21 1 1 1 1

4 1 1 1 22 1 1 1 1

5 1 1 1 23 1 1 1 1

6 1 1 1 24 2 2 1 1

7 1 1 1 25 3 3 1 1

8 1 1 1 26 4 4 1 1

9 1 1 1 27 5 5 1 1

10 1 1 1 28 6 6 1 1

11 1 1 1 29 7 7 1 1

12 1 1 1 30 8 8 1 1

13 1 1 1 31 9 9 1 1

14 1 1 1 32 10 10 1 1

15 1 1 1 33 11 11 1 1

16 1 1 1 34 12 12 1 1

17 1 1 1 35 13 13 1 1

18 1 2 2 36 14 14 1 1

19 1 3 3 37 15 15 1 1

20 1 4 4 38 16 16 1 1

21 1 5 5 39 17 17 1 1

22 2 6 6 40 18 18 2 1

23 3 7 7 41 19 19 3 1
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24 4 8 8 42 20 20 4 1

25 5 9 9 43 21 21 5 1

26 6 10 10 44 22 22 6 2

27 7 11 11 45 23 23 7 3

28 8 12 12 46 24 24 8 4

29 9 13 13 47 25 25 9 5

30 10 14 14 48 26 26 10 6

31 11 15 15 49 27 27 11 7

32 12 16 16 50 28 28 12 8

33 13 17 17 51 29 29 13 9

34 14 18 18 52 30 30 14 10

35 15 19 19 53 31 31 15 11

36 16 20 20 54 32 32 16 12

37 17 21 21 55 33 33 17 13

38 18 22 22 56 34 34 18 14

39 19 23 23 57 35 35 19 15

40 20 24 24 58 36 36 20 16

41 21 25 25 59 37 37 21 17

42 22 26 26 60 38 38 22 18

43 23 27 27 61 39 39 23 19

44 24 28 28 62 40 40 24 20

45 25 29 29 63 41 41 25 21

46 26 30 30 64 42 42 26 22

47 27 31 31 65 43 43 27 23

48 28 32 32 66 44 44 28 24

49 29 33 33 67 45 45 29 25

50 30 34 34 68 46 46 30 26

51 31 35 35 69 47 47 31 27
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52 32 36 36 70 48 48 32 28

53 33 37 37 71 49 49 33 29

54 34 38 38 72 50 50 34 30

55 35 39 39 73 51 51 35 31

56 36 40 40 74 52 52 36 32

57 37 41 41 75 53 53 37 33

58 38 42 42 76 54 54 38 34

59 39 43 43 77 55 55 39 35

60 40 44 44 78 56 56 40 36

61 41 45 45 79 57 57 41 37

62 42 46 46 80 58 58 42 38

63 43 47 47 81 59 59 43 39

64 44 48 48 82 60 60 44 40

65 45 49 49 83 61 61 45 41

66 46 50 50 84 62 62 46 42

67 47 51 51 85 63 63 47 43

68 48 52 52 86 64 64 48 44

69 49 53 53 87 65 65 49 45

70 50 54 54 88 66 66 50 46

71 51 55 55 89 67 67 51 47

72 52 56 56 90 68 68 52 48

73 53 57 57 91 69 69 53 49

74 54 58 58 92 70 70 54 50

75 55 59 59 93 71 71 55 51

76 56 60 60 94 72 72 56 52

77 57 61 61 95 73 73 57 53

78 58 62 62 96 74 74 58 54

79 59 63 63 97 75 75 59 55
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80 60 64 64 98 76 76 60 56

81 61 65 65 99 77 77 61 57

82 62 66 66 100 78 62 58

83 63 67 67 101 79 63 59

84 64 68 68 102 80 64 60

85 65 69 69 103 81 65 61

86 66 70 70 104 82 66 62

87 67 71 71 105 83 67 63

88 68 72 72 106 84 68 64

89 69 73 73 107 85 69 65

90 70 74 74 108 86 70 66

91 71 75 75 109 87 71 67

92 72 76 76 110 88 72 68

93 73 77 77 111 89 73 69

94 74 78 78 112 90 74 70

95 75 79 79 113 91 75 71

96 76 80 80 114 92 76 72

97 77 81 81 115 93 77 73

98 77 82 116 94 78 74

99 77 83 117 95 79 75

100 77 84 118 96 80 76

101 77 85 119 97 81 77

102 77 86 120 98 82 78

103 77 87 121 99 83 79

104 77 88 122 100 84 80

105 77 89 123 101 85 81

106 77 90 124 102 86 82

107 77 91 125 103 87 83
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108 77 92 126 104 88 84

109 77 93 127 105 89 85

110 77 94 128 106 90 86

111 77 95 129 107 91 87

112 77 96 130 108 92 88

113 77 97 131 109 93 89

114 77 132 94 90

115 77 133 95 91

116 77 134 96 92

117 77 135 97 93

118 77 136 98 94

119 77 137 99 95

120 77 138 100 96

121 77 139 101 97

122 140 102 98

123 141 103 99

124 141 104 100

125 141 105 101

126 106 102

127 107 103

128 108 104

129 109 105

130 110 106

131 111 107

132 112 108

133 113 109

134 114 110

135 115 111
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136 116 112

137 117 113

138 114

139 115

140 116

141 117

３ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員

の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めると

ころにより、必要な調整を行うことができる。

４ 前３項に定めるもののほか、第１０条の規定の施行に関し必要な事項は、任命権者が

定める。

（西宮市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

第５条 第１５条の規定による改正後の西宮市職員退職手当支給条例（以下「第１５条の

規定による改正後の条例」という。）第１０条第２項の規定は、この条例の施行の日以

後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前

の当該期間の計算については、なお従前の例による。

２ 第１５条の規定による改正後の条例第１０条第４項の規定は、この条例の施行の日以

後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員

に該当するに至った者について適用する。
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（参考１）

○提案理由

地方公務員の定年の引上げ及び給与制度の見直し並びに国家公務員の給与改定が実

施されることに伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条

（現行抄）例

（勤務を要しない日及び勤務時間の割り振り）

日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、地方公務員第２条の２

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１

項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤

務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において勤務を要しない日

を設けるものとし、地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において勤務を要しな

い日を設けることができる。

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第５条の３

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する

場合における当該職員を除く。）が、当該子を養育するために請求した場合及び要介護者のあ

る職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、これらの請求をした職員の業務

を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について２４時間、

１年について１５０時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

（現行抄）○西宮市職員の育児休業等に関する条例

（育児休業をすることができない職員）

育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。第２条

(2) 西宮市職員の定年等に関する条例（昭和５８年西宮市条例第３３号）第４条第１項又は第

２項の規定により引き続いて勤務している職員

（育児短時間勤務をすることができない職員）

育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、第２条第１号又は第２号に掲げる職第６条

員とする。

（部分休業をすることができない職員）

育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。第12条

(1) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定める非常勤職員以外の非

常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）



3－45

（現行抄）○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

（職員の派遣）

第２条

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(2) 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項又は第２８

条の６第２項の規定により採用された職員を除く。）

(3) 西宮市職員の定年等に関する条例（昭和５８年西宮市条例第３３号）第４条第１項の規定

により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第２項の規定により期限を延長すること

とされている職員

（現行抄）○西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（特定任期付職員の給与の特例）

第２条第１項の規定により採用された職員（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関第４条

する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ。）を除く。以

下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。

号給 給料月額

１号給 ３７５,０００円

（該当部分のみ抜粋）
（給与条例の適用除外等）

西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年西宮市条例第５４号。以下「給与条第５条

例」という。）第５条、第６条、第６条の２、第７条の２から第８条まで、第８条の３、第

１３条から第１５条まで、第１９条及び第１９条の２の規定は、特定任期付職員には、適用し

ない。

○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

（現行抄）遇等に関する条例

（職員の派遣）

第２条

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(4) 西宮市職員の定年等に関する条例（昭和５８年西宮市条例第３３号）第４条第１項の規定

により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第２項の規定により期限を延長すること

とされている職員

(5) 地方公務員法第２８条第２項各号若しくは西宮市職員の分限並びに懲戒に関する手続及び

効果に関する条例（昭和２６年西宮市条例第５８号。以下「分限懲戒条例」という。）第２

条第１項に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第２９条第１項各号のいずれかに掲

げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第３５条に規定する法律又は条例の

特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

○西宮市職員の分限並びに懲戒に関する手続及び効果

（現行抄）に関する条例
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（降任、免職及び休職の手続）

任命権者は、法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降任し、若し第２条

くは免職する場合、又は同条第２項第１号の規定に該当するものとして職員を休職する場合に

おいては、医師２名を決定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

２ 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に

交付しなければならない。

（失職の例外）

法第１６条第２号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、第３条の２

かつ、刑の執行を猶予された者について、その情状がやむをえない場合には失職しない。

（減給の効果）

減給は、１日以上６月以下の期間、給料及び地域手当（給料月額に対応する部分に限第５条

る。）の合計額の１０分の１以下を減ずるものとする。

○西宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（現行抄）

（任命権者の報告事項）

前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事第３条

項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項と

する。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況又

(11) 職員の競争試験及び選考の状況

(12) その他市長が必要と認める事項

（現行抄）○西宮市職員の退職管理に関する条例

（趣旨）

この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第３８第１条

条の２第８項及び第３８条の６第２項の規定に基づき、職員（臨時的に任用された職員、条件

付採用期間中の職員及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員を除く。）を除く。以下同じ。）の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（現行抄）○西宮市一般職員の給与に関する条例
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（給料表等）

第５条

４ 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員（以下「再任用職員」という。）の給料月額は、その者に適用される給

料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

５ 法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」と

いう。）の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、その者の１

週間当たりの勤務時間を西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和３２年西

宮市条例第２７号。以下「勤務条件条例」という。）第２条に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額とする。

６ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項に規定す

る育児短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員」という。）の給料月額は、第

１項から第３項まで及び次条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、その者の

承認を受けた育児短時間勤務の勤務時間を勤務条件条例第２条に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする。

（昇給の基準）

第６条の２

４ ５５歳（医療職給料表(１)の適用を受ける職員にあつては、５７歳）に達した日後、最初の

４月１日以後在職している職員に関する第２項の規定の適用については、同項中「４号給」と

あるのは「２号給」とする。

（給料の教職調整額）

西宮市立学校の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師第７条の３

（常時勤務の者及び短時間勤務職員に限る。）及び実習助手並びに現に学校に勤務する養護教

員及び養護助教員（以下「教育職員」という。）のうち別表第４に規定する職務の級が１級若

しくは２級である者又は同表ア教育職給料表(１)に規定する職務の級が３級である者に対して、

その職務と勤務態様の特殊性に基づき、その者の給料月額の１００分の４に相当する額の給料

の教職調整額を支給する。

２ 前項の給料の教職調整額は、第７条、第８条の２、第１８条、第１９条および第２１条の規

定の適用については給料月額とみなす。

（通勤手当）

第９条

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（特定の施設に

勤務する職員で規則で定めるものにあつては、当該各号に定める額に１,０００円を超えない

範囲で規則で定める額を加算した額、短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員（第５号に掲げ

る育児短時間勤務職員を除く。）にあつては、１箇月当たりの通勤回数を考慮して市長が定め

る額）とする。

(5) 再任用職員（短時間勤務職員を除く。）及び育児短時間勤務職員（任命権者が認める者に

限る。） 前各号の規定にかかわらず、規則で定める額

（超過勤務手当）

第13条

３ 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、時

間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計

が７時間４５分に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の適用については、同項中「時

間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０ま

での範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「１００分の１００」とする。

（超過勤務手当等に関する規定の適用除外）

第１３条、第１４条第２項、第１５条及び第１６条の規定は第７条の６第１項に規第17条の３
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定する職員には適用しない。

２ 第１３条および第１４条第２項の規定は、第７条の３の規定により給料の教職調整額を受け

る者には適用しない。

３ 再任用職員については、第８条及び第８条の３の規定は、適用しない。

（期末手当）

第18条

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１２０」とあるのは

「１００分の６７.５」とする。

６ 第１項の規定にかかわらず、基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第

２９条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員、次項の規定により支給を一時差し止める処

分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）でその者の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し禁錮以上の刑に処せられたものその他規則で定める者については、当該基準日又は

一時差止めに係る期末手当は、支給しない。

７ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに

離職したものが、離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関して、起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているも

のに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを

除く。）をされその判決が確定していない場合その他規則で定める場合にあつては、当該期末

手当の支給を一時差し止めることができる。

（勤勉手当）

第19条

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額

とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分に属する職員の勤勉手当の総額は、

それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９５を

乗じて得た額の総額とする。

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５を乗じ

て得た額の総額とする。

（教員特別手当）

西宮市立高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、第19条の２

講師（常時勤務の者及び短時間勤務職員に限る。）、実習助手及び西宮市立特別支援学校に勤

務する実習助手並びに教育委員会事務局及び教育機関に勤務する指導主事に充てられた教諭及

び養護教諭に教員特別手当を支給する。

２ 前項の教員特別手当の月額は、８,２００円を超えない範囲内で職務の級及び号給（再任用

職員にあつては、職務の級）に応じて規則で定める。

（第５条関係）別表第１

（別表第１から別表第９まで 略）

（現行抄）○西宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

（第２条関係）別表

医療職 公衆衛生 保健師（給与条例別表第２医療職給料表(３)４級以上 業務に従事した

業務従事 に決定されている者を除く。）が地域精神保健福祉業 日１日について

手当 務として、対象者及びその家族等の訪問指導業務に従 １８０円

事した場合

獣医師（給与条例別表第２医療職給料表(２)４級以上 実働１日につい

に決定されている者を除く。）が食肉検査等業務に従 て７５０円
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事した場合

獣医師（給与条例別表第２医療職給料表(２)４級以上 実働１日につい

に決定されている者を除く。）が犬、猫等の捕獲、引 て５００円

取り、収容又は処理業務に従事した場合

全職種 災害業務 防災指令発令下において巡 業務に従事した日１日について１ ７００,

共通 従事手当 回、監視、調査及び応急作業 円（午後１０時から翌日午前５時までの

(B) 等の災害業務に従事した場合 間に業務に従事した場合は、業務に従事

した日１日について２ ５５０円）,

災害業務 防災指令発令下において災害 業務に従事した日１日について１ ２７０,

従事手当 業務従事手当(A)及び災害業務 円（午後１０時から翌日午前５時までの

(C) 従事手当(B)の項支給基準の欄 間に業務に従事した場合は、業務に従事

に掲げる業務以外の災害業務 した日１日について１ ９１０円）,

（待機的業務を除く。）に従

事した場合

（該当部分のみ抜粋）

（現行抄）○西宮市会計年度任用職員の給与等に関する条例

（勤務時間等）

会計年度任用職員の勤務時間等については、西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に第３条

関する条例（昭和３２年西宮市条例第２７号。以下「勤務条件条例」という。）第２条から第

３条まで、第５条第１項及び第５条の２から第６条までの規定を準用する。この場合において、

勤務条件条例第２条の２第１項ただし書中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を

受けた職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月

曜日から金曜日までの５日間において勤務を要しない日を設けるものとし、地方公務員法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員」とあるのは「パートタイムＡ職員

及びパートタイムＢ職員」と、勤務条件条例第５条の３第１項中「当該職員を」とあるのは

「当該職員及び任命権者が定める職員を」と、「職員が、」とあるのは「職員（任命権者が定

める職員を除く。）が、」と、同条第２項中「職員に」とあるのは「職員（任命権者が定める

職員を除く。）に」と、同条第３項中「当該職員」とあるのは「当該職員及び任命権者が定め

る職員」と、「職員が」とあるのは「職員（任命権者が定める職員を除く。）が」と読み替え

るものとする。

（現行抄）○西宮市職員退職手当支給条例

（退職手当の支給）

この条例の規定による退職手当は、職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条

第３条第２項に規定する一般職の職員をいう。ただし、退職手当について他の条例の適用を受

ける者並びに同法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員、同法第２２条の３

第４項の規定により臨時的に任用された者（西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年

西宮市条例第５４号）別表第４の適用を受ける職員（以下「教育職員」という。）を除く。）

及び同法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の

規定により採用された者を除く。以下同じ。）のうち常時勤務に服することを要するものが退

職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。
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（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額）

１１年以上２５年未満の期間勤続した者で、地方公務員法第２８条の２第１項の規定に第４条

より退職したもの（同法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期

限の到来により退職した者を含む。）に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その

者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

（２５年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額）

次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区第５条

分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) ２５年以上の期間勤続した者で、地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した

もの（同法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来に

より退職した者を含む。）

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例）

第３条第１項若しくは第４条第２項に規定する者（傷病又は死亡により退職した者第５条の３

に限る。）又は第５条第１項（第１号を除く。）若しくは第２項に規定する者のうち、その勤

続期間が２０年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る

定年から１５年を減じた年齢以上であるもの（定年に達した日以後に退職した者を除く。）及

び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者であつて、規則で定めるものに対す

る第３条第１項、第４条第２項において準用する同条第１項、第５条第１項（同条第２項にお

いて準用する場合を含む。）及び前条第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（該当部分のみ抜粋）
第５条の３に規定する者に対する前２条の規定の適用については、次の表の左欄に第６条の３

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。

第６条 第３条から第５条まで 第５条の３の規定により読み替えて適用する

第３条及び第５条

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の

日において定められているその者に係る定年

と退職の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数１年につき１００分の３を乗じて

得た額の合計額

これらの 第５条の３の規定により読み替えて適用する

第３条及び第５条の

（該当部分のみ抜粋）
（退職手当の調整額）

退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間（第５条の２第２第６条の４

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職期間

の末日の属する月までの各月（地方公務員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上

の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。）、同法第２９条の規定による停職

その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月（現実に

職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。）のうち規則で

定めるものを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応

じて当該各号に定める額（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多いものから順次

その順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額（当該各月の月数が６０月に満

たない場合は、当該各月の調整月額）を合計した額とする。

(1) 第１号区分 ６５,０００円

(2) 第２号区分 ５９,５５０円

(3) 第３号区分 ５４,１５０円
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(4) 第４号区分 ４３,３５０円

(5) 第４号区分 ４３,３５０円

(6) 第６号区分 ２７,１００円

(7) 第７号区分 ２１,７００円

(8) 第８号区分 零

（失業者の退職手当）

勤続期間１２月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第２３条第10条

第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条

において同じ。）にあつては、６月以上）で退職した職員（地方公務員法第２８条の２第１項

の規定により退職し、又は同法第２８条の３の規定により勤務した後退職し、その退職の日の

翌々日以後に同法第２８条の４第１項の規定により採用された者であつたもの及びこれに準ず

る者（以下この条において「再任用職員等」という。）並びに第５項又は第７項の規定に該当

する者を除く。）であつて、第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが、当該退

職した職員を雇用保険法第１５条第１項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤

続期間の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同

法第２０条第１項第１号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第２３条第２項に規定する

特定受給資格者とみなして同法第２０条第１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給

資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間（当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定

める理由により引き続き３０日以上職業に就くことができない者が規則で定めるところにより

市長（教育職員であつた者については、教育委員会とする。以下この条において同じ。）にそ

の旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、

その加算された期間が４年を超えるときは、４年とする。第３項において「支給期間」とい

う。）内に失業している場合において、第１号に規定する一般の退職手当等の額を第２号に規

定する基本手当の日額で除して得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に

等しい日数（以下「待期日数」という。）を超えて失業しているときは、第１号に規定する一

般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第２号に規定する基本手当の日額に

相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。

ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第１５条第１項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同

法第１７条第１項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に

規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定

基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第１６条の規定によりその

者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第２２条第１項に規定す

る所定給付日数（以下「所定給付日数」という。）を乗じて得た額

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間

に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上

勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又

は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が１月以上あるもの（季節的業務に４箇

月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇月以内の期間を定めて雇用されていた者に

あつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。）であつた者（以下この項

において「職員等」という。）であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間

を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれ

ているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなく

なつた日が当該職員等となつた日前１年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくな

つた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員につい
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ては、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

３ 勤続期間１２月以上（特定退職者にあつては、６月以上）で退職した職員（再任用職員等及

び第６項又は第８項の規定に該当する者を除く。）が支給期間内に失業している場合において、

退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第１項第２号の

規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることが

できる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給

の条件に従い支給する。ただし、第１項第２号の規定の例によりその者につき同法の規定を適

用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で

定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望

する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第１項中

「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないこと

を希望する一定の期間（１年を限度とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求職の申

込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期

間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加

算した期間）」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期

間」とあるのは「第４項において読み替えられた第１項に規定する支給期間」とする。

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（再任用職員等及び第７項の規定に該当する者を除く。）

であつて、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３７

条の２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第１号に掲げる額が第２号に

掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第２

号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規

定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤

続期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。）を同法第１７

条第１項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する

離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第３項の規定による期間の

年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢

求職者給付金の額に相当する額

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（再任用職員等及び第８項の規定に該当する者を除く。）

であつて、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３７

条の２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合におい

て、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第２号の規定の例によりそ

の者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付

金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条

件に従い支給する。

７ 勤続期間６月以上で退職した職員（再任用職員等を除く。）であつて、雇用保険法第４条第

１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険

者に該当するもののうち、第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後

失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を

減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従

い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第３９条第２項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間

を同法第１７条第１項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、そ

の者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

８ 勤続期間６月以上で退職した職員（再任用職員等を除く。）であつて、雇用保険法第４条第
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１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険

者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の

支給を受けないときは、前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合

にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同

法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又は第３項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それ

ぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿

手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(5) 公共職業安定所、職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１

８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規

定の例により指示した同法第５８条第１項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住

所又は居所を変更する者 同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額

（退職手当の支払の差止め）

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機第13条

関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるも

のを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいず

れかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差

止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に

係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決

が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第１項の

規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分が

あつた日から６月を経過した場合

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限）

退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合第14条

において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、第１２条第１項に

規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案

して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項の規定による懲戒免職処分（以下

「再任用職員に対する免職処分」という。）を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処分の対象となる

者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

（退職をした者の退職手当の返納）

退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次第15条

の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者
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に対し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、

当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなけ

れば第１０条第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けることができた者

（次条及び第１７条において「失業手当受給可能者」という。）であつた場合にあつては、こ

れらの規定により算出される金額（次条及び第１７条において「失業者退職手当額」とい

う。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ

たとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する免職処分の対象となる

職員を除く。）について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き

続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該退職に係る一般の退第17条

職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者（以下こ

の条において「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に第１５条第１項

又は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定

する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の

相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内

に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある

旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から６

月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認め

られることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能

者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付

を命ずる処分を行うことができる。

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第１５条第５項又は前条第３項において

準用する西宮市行政手続条例第１５条第１項の規定による通知を受けた場合において、第１５

条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項ま

でに規定する場合を除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が

当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当

額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）が、当該退職

の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合（第１３条

第１項第１号に該当する場合を含む。次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判

決が確定することなく、かつ、第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に
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関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第

１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管

理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相

続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由と

して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあ

つては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行う

ことができる。

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処

分を受けた場合において、第１５条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対す

る免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業

手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当

する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

附 則

５ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第３条から

第５条の３までの規定により計算した額にそれぞれ１００分の８３.７を乗じて得た額とする。

この場合において、第６条の５第１項及び第３項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第

５項」とする。

６ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者で第３条第１項の規定に該当す

る退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条の２の規定により計算した額

に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

７ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者で第５条の規定に該当する退職をしたも

のに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５年として附則第５項の規定の例によ

り計算して得られる額とする。

10 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第１０項の規定の適用について

は、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで及び同法附則第５条」と、同項第２号

中

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者

であつて、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者

に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業指導を行うことが適当であると認めたもの」

とあるのは

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者

であつて、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者

に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、

市長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必

要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの」

とする。

○西宮市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に

（現行抄）関する条例

（給与の種類）
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西宮市上下水道局において勤務する企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員第２条

法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」という。）第２８条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占めるもの（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料、給料の調整額、

管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当及び退職手当とする。

（適用除外）

次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める規定は、適用しない。第21条

(2) 地公法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員 第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定

○西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準に

（現行抄）関する条例

（給与の種類）

西宮市立中央病院において勤務する企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員第２条

法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地

域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、

宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

（適用除外）

次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める規定は、適用しない。第24条

(2) 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは

第２項の規定により採用された職員 第６条、第８条及び第１８条の規定

（現行）○西宮市職員の再任用に関する条例

（平成１３年７月１２日）

（西宮市条例第２号）

（趣旨）

この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８第１条

条の４第１項、第２項及び第３項（法第２８条の５第２項及び第２８条の６第３項において準

用する場合を含む。）並びに地方公務員法等の一部を改正する法律（平成１１年法律第１０７

号。付則第２条において「改正法」という。）附則第５条及び第６条の規定に基づき、職員の

再任用（法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用することをいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定める。

（定年退職者に準ずるもの）

法第２８条の４第１項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮第２条

して法第２８条の２第１項の規定により退職したもの又は法第２８条の３の規定により勤務し

た後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。

(1) ２５年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する

までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者（前号に掲げる者を除く。）

（任期の更新）

再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合第３条

に行うことができる。
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２ 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければなら

ない。

（任期の末日）

再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢６第４条

５年に達する日以後における最初の３月３１日以前でなければならない。

附 則

（施行期日）

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。第１条

（特定警察職員等への適用期日）

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）附則第７条の３第１項第４号に規定する第２条

特定警察職員等（付則第４条において「特定警察職員等」という。）である者については、平

成２０年４月１日から、改正法による改正後の法第２８条の４から第２８条の６まで及びこの

条例第２条から第４条までの規定を適用する。

（任期の末日に関する特例）

次の表の左欄に掲げる者に対する第４条の規定の適用については、同条中「６５年」と第３条

あるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和１８年４月１日までに生まれた者 ６１年

昭和１８年４月２日から昭和２０年４月１日までの間に生まれた者 ６２年

昭和２０年４月２日から昭和２２年４月１日までの間に生まれた者 ６３年

昭和２２年４月２日から昭和２４年４月１日までの間に生まれた者 ６４年

特定警察職員等である職員で、次の表の左欄に掲げるものに対する第４条の規定の適用第４条

については、前条の規定にかかわらず、同条中「６５年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区

分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和２４年４月１日までに生まれた者 ６１年

昭和２４年４月２日から昭和２６年４月１日までの間に生まれた者 ６２年

昭和２６年４月２日から昭和２８年４月１日までの間に生まれた者 ６３年

昭和２８年４月２日から昭和３０年４月１日までの間に生まれた者 ６４年

（西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

西宮市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和３２年西宮市条例第２７第５条

号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

（西宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

西宮市職員の育児休業等に関する条例（平成３年西宮市条例第３０号）の一部を次のよ第６条

うに改正する。

〔次のよう略〕

（西宮市職員の定年等に関する条例の一部改正）

西宮市職員の定年等に関する条例（昭和５８年西宮市条例第３３号）の一部を次のよう第７条

に改正する。

〔次のよう略〕

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正）

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６２年西宮第８条

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

（西宮市一般職員の給与に関する条例の一部改正）

西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年西宮市条例第５４号）の一部を次のよ第９条

うに改正する。

〔次のよう略〕

（西宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）
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西宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年西宮市条例第４５号）第10条

の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕
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議案第５６６号

西宮市職員の定年等に関する条例制定の件

西宮市職員の定年等に関する条例を次のように制定する。

令和４年１２月９日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市職員の定年等に関する条例

西宮市職員の定年等に関する条例（昭和５８年西宮市条例第３３号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

（定年による退職）

第２条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３月３１日

（以下「定年退職日」という。）に退職する。

（定年）

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。

（定年による退職の特例）

第４条 任命権者は、法第２８条の７第１項に規定する場合において、同項各号に掲げる

事由があると認めるときは、同項各号に規定する職員に係る定年退職日の翌日から起算

して１年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事して

いる職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、法第２８条の

５第４項の規定により、異動期間（法第２８条の２第１項に規定する異動期間をいう。
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以下同じ。）（法第２８条の５第１項から第４項までの規定により延長された期間を含

む。）を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職（法第２８条の２第１

項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。）を占めている職員については、この限り

でない。

２ 法第２８条の７第１項第１号に規定する条例で定める事由は、職務を担当する者の交

替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により

公務の運営に著しい支障が生ずることとする。

３ 法第２８条の７第１項第２号に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職に

より生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずるこ

と。

(2) 職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による

欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずること。

４ 任命権者は、法第２８条の７第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期

限が到来する場合において、同条第１項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるとき

は、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することがで

きる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超え

ることができない。

５ 任命権者は、法第２８条の７第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は

同条第２項の規定により期限を延長する場合は、当該職員の同意を得なければならない。

６ 任命権者は、法第２８条の７第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員

及び同条第２項の規定により期限が延長された職員について、同条第１項の期限又は同

条第２項の規定により延長された期限が到来する前に同条第１項各号に掲げる事由がな

くなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げる

ものとする。

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第５条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、西宮市一般職員の給与に関

する条例（昭和２６年西宮市条例第５４号）第７条の６に規定する管理職手当、西宮市

上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年西宮市条例第４５
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号）第４条に規定する管理職手当又は西宮市立中央病院企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例（平成２５年西宮市条例第２２号）第５条に規定する管理職手当を支給さ

れる職員（いずれも医療業務に従事する医師及び歯科医師を除く。）の職とする。

（管理監督職勤務上限年齢）

第６条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）

第７条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下「他の職

への降任等」という。）を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならな

い。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任をしよう

とする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２第１項第５号に規

定する標準職務遂行能力（以下「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任をしよ

うとする職についての適性を有すると認められる職に、降任をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上

位の職制上の段階に属する職に、降任をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属す

る職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下「上

位職職員」という。）の他の職への降任等をもする場合には、第１号に掲げる基準に

従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上

位職職員の降任をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の

段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任をすること。

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例）

第８条 任命権者は、法第２８条の５第１項に規定する職員について、同項各号に掲げる

事由があると認めるときは、同項各号に規定する職員が占める管理監督職に係る異動期

間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き

当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができ

る。

２ 法第２８条の５第１項第１号に規定する条例で定める事由は、職務を担当する者の交

替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への
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降任等により公務の運営に著しい支障が生ずることとする。

３ 法第２８条の５第１項第２号に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職

への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支

障が生ずること。

(2) 職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への

降任等による欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障が生ずる

こと。

４ 任命権者は、法第２８条の５第２項に規定する職員について、同条第１項各号に掲げ

る事由が引き続きあると認めるときは、同項又は同条第２項の規定により延長された異

動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更

に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が

占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができな

い。

５ 任命権者は、法第２８条の５第３項に規定する職員（以下この項において「特定職

員」という。）について、当該特定職員が占める特定管理監督職群（同項に規定する特

定管理監督職群をいう。以下同じ。）に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準

的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められ

る職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が

当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該特定職員の他の職への降任等

により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な

障害が生ずると認めるときは、当該特定職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日

の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理

監督職を占めている特定職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該特定

職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは

転任することができる。

６ 任命権者は、法第２８条の５第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの

規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について同

条第３項に規定する事由があると認めるとき（同条第２項の規定により延長された当該
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異動期間を更に延長することができるときを除く。）又は同条第３項若しくは第４項の

規定により異動期間（同条第１項から第４項までの規定により延長された期間を含

む。）が延長された管理監督職を占める職員について同条第３項に規定する事由が引き

続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超

えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期

間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で延長された当該異動期間を更に延長す

ることができる。

７ 任命権者は、法第２８条の５第１項から第４項までの規定により異動期間を延長する

場合及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任し、又は転任する場合は、あら

かじめ職員の同意を得なければならない。

８ 任命権者は、法第２８条の５第１項から第４項までの規定により異動期間を延長した

場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長に係る事由が消滅し

たときは、他の職への降任等をするものとする。

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第９条 任命権者は、法第２２条の４第１項に規定する条例年齢以上退職者（以下「条例

年齢以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、同項に規定する短時間勤務の職（以下「短時間勤務の職」という。）に採用

することができる。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤

務の職に係る定年退職日相当日（同項ただし書に規定する定年退職日相当日をいう。）

を経過した者であるときは、この限りでない。

２ 法第２２条の４第１項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０年とする。

（委任）

第１０条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、付則第３条の規定は、公

布の日から施行する。

（定年等に関する経過措置）
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第２条 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における職員（医療業務に

従事する医師及び歯科医師を除く。）に対する第３条の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」とあるのは、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年

２ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間、第４条第１項の規定の適用につ

いては、同項ただし書中「法第２８条の５第４項」とあるのは「法第２８条の５第３

項」と、「（法第２８条の５第１項から第４項までの規定により延長された期間を含

む。）を延長した」とあるのは「を延長した」と、「管理監督職（法第２８条の２第１

項」とあるのは「管理監督職（同項」とする。

３ 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの間、第８条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「１年を超えない期間内」とあるのは、「１年を超えない期間内（当

該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職

日までの期間内。第４項及び第５項において同じ。）」とする。

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢）

第３条 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改

正法」という。）附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０年とする。

（定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置）

第４条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４月１

日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日の翌年の３

月３１日までの間、基準日における定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした

場合における定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における定年相当年齢を超える

短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規

則で定める短時間勤務の職（以下「原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）

に、基準日の前日までに条例年齢以上退職者となった者（基準日前から法第２８条の７
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第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち

基準日の前日において同日における当該原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る定

年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定め

る者）を、法第２２条の４の規定により採用することができず、原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務

職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規

則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、

昇任し、降任し、又は転任することができない。

２ 任命権者は、基準日（この条例の施行の日（以下「施行日」という。）、令和７年４

月１日、令和９年４月１日、令和１１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下

この項において同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における定年

が基準日の前日における定年（基準日が施行日である場合は、施行日の前日におけるこ

の条例による改正前の西宮市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第

３条に規定する定年）を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他

の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日までの間に法第２８条の７

第１項又は第２項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日に

おける当該職に係る定年（基準日が施行日である場合は、施行日の前日における旧条例

第３条に規定する定年）に達している職員（規則で定める職にあっては、規則で定める

職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

（定年退職者等の再任用に関する経過措置）

第５条 任命権者は、令和３年改正法附則第４条第１項に規定する者を、従前の勤務実績

その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

常時勤務を要する職に採用することができる。

２ 令和３年改正法附則第４条第１項に規定する条例で定める年齢（同項に規定する特定

年齢に係る部分に限る。）は、年齢６５年とする。

３ 令和３年改正法附則第４条第１項に規定する条例で定める職は、施行日以後に新たに

設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職とする。

４ 令和３年改正法附則第４条第１項に規定する条例で定める年齢（第２項に規定する条
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例で定める年齢を除く。）は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたもの

とした場合における旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）に

準じた当該職に係る年齢とする。

５ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、令和３年改正法附則第４条第２項に規

定する者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超

えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

６ 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項の任期又は同条第３項の規定により

更新された任期は、１年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期

の末日は、同条第１項若しくは第２項の規定により採用する者又は同条第３項の規定に

より任期を更新する者の同条第１項に規定する特定年齢到達年度の末日（以下「特定年

齢到達年度の末日」という。）以前でなければならない。

７ 暫定再任用（令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若し

くは第２項の規定により採用することをいう。）をされた職員（以下「暫定再任用職

員」という。）の令和３年改正法附則第４条第３項（令和３年改正法附則第６条第３項

において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による任期の更新は、当該

暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことが

できる。

８ 任命権者は、暫定再任用職員の令和３年改正法附則第４条第３項の規定による任期の

更新をする場合は、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第６条 任命権者は、令和３年改正法附則第６条第１項に規定する者を、従前の勤務実績

その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、

短時間勤務の職に採用することができる。

２ 令和３年改正法附則第６条第１項に規定する条例で定める職は、施行日以後に新たに

設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時

間勤務の職とする。

３ 令和３年改正法附則第６条第１項に規定する条例で定める年齢は、前項に規定する短

時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤

務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の

職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る
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年齢とする。

４ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、令和３年改正法附則第６条第２項に規

定する者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超

えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

５ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項の任期又は同条第３項の規定におい

て準用する令和３年改正法附則第４条第３項の規定により更新された任期は、１年を超

えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、令和３年改正法附

則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用する者又は同条第３項の規定において

準用する令和３年改正法附則第４条第３項の規定により任期を更新する者の特定年齢到

達年度の末日以前でなければならない。

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項に規定する条例で定める職は、施行日以後に新

たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職とする。

２ 令和３年改正法附則第８条第３項に規定する条例で定める年齢は、前項に規定する職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に

係る年齢とする。

３ 令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法第２２条の４第

４項に規定する条例で定める職は、施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び

施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職とする。

４ 令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法第２２条の４第

４項の条例で定める年齢は、前項に規定する短時間勤務の職が施行日の前日に設置され

ていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける

旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢とする。

５ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職

が基準日（同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。）の前日に設置さ

れていたものとした場合において、基準日における定年が基準日の前日における定年を

超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。）
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６ 令和３年改正法附則第８条第５項に規定する条例で定める者は、前項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定

年に達している者とする。

７ 令和３年改正法附則第８条第５項に規定する条例で定める職員は、第５項に規定する

職が基準日の前日に設置されたものとした場合において、同日における当該職に係る定

年に達している職員とする。

（情報の提供及び勤務の意思の確認）

第８条 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期

を定めて任用される職員、非常勤職員並びに医療業務に従事する医師及び歯科医師を除

く。）が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度において、当該職員に対し、同日

以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するもの

とし、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

（参考）

○提案理由

地方公務員の定年の引上げに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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